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平成２８年（行ク）第４３６号 執行停止の申立て事件 

（本案・平成２８年（行ウ）第２５４号 精神保健指定医取消処分取消請

求事件） 

主     文 

１  厚生労働大臣が申立人に対し平成２８年１

０月２６日付けでした精神保健指定医の指定

の取消処分の効力は，本案事件の第１審判決言

渡し後６０日が経過するまで（ただし，それ以

前に本案事件が完結した場合はその時点まで）

停止する。 

２ 申立人のその余の申立てを却下する。 

３ 申立費用は相手方の負担とする。 

理     由 

第１ 申立ての趣旨 

   厚生労働大臣が申立人に対し平成２８年１０月２６日付けでした精神

保健指定医の指定の取消処分の効力は，本案事件の判決が確定するまで

停止する。 

第２ 事案の概要 

    本件は，精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（以下「精神保健

福祉法」という。）に基づく精神保健指定医（以下「指定医」という。）

の指定を受けていた申立人が，厚生労働大臣から，平成２８年１０月２

６日付けで指定医の指定を取り消す旨の処分（以下「本件処分」という。）

を受けたため，本件処分は事実を誤認してされたものであり違法である

などと主張して，本件処分の取消しを求める訴え（本案事件）を提起し

た上，本案事件の判決確定までの間，本件処分の効力を停止することを

申し立てている事案である。 
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 １ 精神保健福祉法の定め 

  (1) 指定医の職務 

   ア 指定医は，精神科病院の管理者の命を受けて，①任意入院又は

措置入院を継続する必要があるかどうかの判定（２１条３項，２９

条の５），②医療保護入院又は応急入院を必要とするかどうか及び

任意入院が行われる状態にないかどうかの判定（３３条１項，３３

条の７第１項），③入院中の者の行動の制限を必要とするかどうか

の判定（３６条３項），④報告事項に係る措置入院者又は医療保護

入院者の診察（３８条の２第１項，２項），⑤措置入院者を一時退

院させて経過を見ることが適当かどうかの判定（４０条）の職務を

行う（１９条の４第１項）。 

   イ 指定医は，上記アのほか，厚生労働大臣又は都道府県知事の命

を受けて，①措置入院又は緊急措置入院を必要とするかどうかの

判定（２９条１項，２９条の２第１項），②移送の際の行動の制限

を必要とするかどうかの判定（２９条の２の２第３項，３４条４

項），③措置入院を継続する必要があるかどうかの判定（２９条の

４第２項），④医療保護入院等のための移送を必要とするかどうか

の判定（３４条１項，３項），⑤精神医療審査会が必要と認めた入

院中の者の診察（３８条の３第３項，６項，３８条の５第４項），

⑥精神科病院に対する立入検査，質問及び診察（３８条の６第１

項），⑦退院命令に際しての入院を継続する必要があるかどうかに

関する診察（３８条の７第２項），⑧精神障害者保健福祉手帳の返

還を命ずる際の診察（４５条の２第４項）の職務を行う（１９条の

４第２項）。 

   ウ 措置入院，緊急措置入院，医療保護入院又は応急入院を行って

いる精神科病院の管理者は，常勤の指定医を置かなければならな
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い（１９条の５）。 

  (2) 指定医の指定 

    厚生労働大臣は，その申請に基づき，次に該当する医師のうち１

９条の４に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると

認められる者を，指定医に指定する（１８条１項）。 

   ア ５年以上診断又は治療に従事した経験を有すること（１号）。 

   イ ３年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること

（２号）。 

   ウ 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程

度の診断又は治療に従事した経験を有すること（３号）。 

   エ 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところ

により行う研修（申請前１年以内に行われたものに限る。）の課程

を修了していること（４号）。 

  (3) 指定医の指定の取消し 

   ア 指定医がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したと

き又はその職務に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定

医として著しく不適当と認められるときは，厚生労働大臣は，その

指定を取り消し，又は期間を定めてその職務の停止を命ずること

ができる（１９条の２第２項）。 

   イ 厚生労働大臣は，上記アの規定による処分をしようとするとき

は，あらかじめ，医道審議会の意見を聴かなければならない（１９

条の２第３項）。 

 ２ 前提事実 

   当事者間に争いのない事実のほか，掲記の疎明資料及び当裁判所に

顕著な事実によれば，以下の事実が一応認められる。 

  (1) 申立人 
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       申立人は，平成９年▲月▲日，医師免許を取得し，平成１８年▲

月▲日に指定医の指定を受けた者である（疎甲２，２３）。申立人は，

α市所在のＡ会Ｂ病院の院長（管理者）を務めるとともに，Ａ会の理

事長を務めている（疎甲１，３４，３６）。 

  (2) 本件処分に至る経緯等 

   ア 申立人は，Ｃ医師が平成２３年６月２４日付けで行った指定医

の指定の申請に際して提出したケースレポートの「ケースレポー

トの証明 このケースレポートは，私が常勤として勤務したＤ病

院において，上記期間中私の指導のもとに診断又は治療を行った

症例であり，内容についても，厳正に確認したことを証明します。」

との記載に続く「指導医署名」欄に署名し，もって，ケースレポー

トに係る症例の診断又は治療についての指導，ケースレポートの

作成についての指導及びケースレポートの内容の確認を行ったこ

とにつき，証明を行った（疎甲１９）。 

   イ 厚生労働大臣は，平成２８年７月２０日付けで，申立人に対し，

予定される処分の内容を精神保健指定医の指定の取消し又は職務

の停止，根拠となる法令の条項を精神保健福祉法１９条の２第２

項，処分の原因となる事実を，要旨，Ｃ医師が，指定医の指定申請

時に提出したケースレポートの対象症例（以下「本件症例」という。）

につき，同医師自ら担当として診断又は治療等に十分な関わりを

持った症例とは認められないところ，申立人は，同医師の指導医と

して，同ケースレポートに署名しており，これは，申請者のケース

レポートの作成の際の指導・確認という指導医の責務を怠り，同法

１８条１項の要件を満たさない申請について要件を満たすものと

誤認させ，不適切な指定医の指定を招いたと認められ，精神保健福

祉法１９条の２第２項所定の「その他指定医として著しく不適当
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と認められるとき」に抵触すると考えられること，聴聞の期日を平

成２８年８月１２日午前１０時からとする旨を通知した（疎甲２

２）。 

   ウ 聴聞の主宰者である厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企

画課の厚生労働事務官（以下「主宰者」という。）は，平成２８年

８月１５日，申立人及びその代理人出頭の下，申立人に対する聴聞

を実施した（疎甲２３）。 

   エ 主宰者は，平成２８年１０月２４日，厚生労働大臣に対し，「聴

聞から得られた陳述内容及びケースレポートの対象となった症例

に係る診療録，その他病院からの提出書類の内容を勘案した結果，

聴聞対象者が指導医として署名し，申請者が提出したケースレポ

ートの聴聞通知上の該当症例は，申請者自身が担当として診断又

は治療に十分に関わりを持った症例とは認められなかった。この

事実から，聴聞対象者は，申請者がケースレポートを作成する際の

指導・確認という指導医の責務を怠り，精神保健福祉法第１８条第

１項の要件を満たさない申請について要件を満たすものと行政庁

に誤認させ，不適切な指定医の指定を招いたと認められる。これは，

精神保健福祉法第１９条の２第２項の規定である『その他指定医

として著しく不適当と認められるとき』に該当するものと考える。」

との理由から，「精神保健指定医の指定の取消し又は期間を定めて

その職務の停止を命ずるのが適当であると考える。」との意見を提

出した（疎乙８）。 

   オ 厚生労働大臣は，平成２８年１０月２５日，医道審議会医師分

科会精神保健指定医資格審査部会長に対し，精神保健福祉法１９

条の２第３項に基づき，申立人を含む８９名の指定医に対する指

定の取消し又は職務の停止の処分について，意見を求めた（疎乙
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９）。 

     医道審議会は，同月２６日，申立人を含む８９名の指定医を対

象に審査した上，申立人につき，「指定医の指定取消しを行うこと

が妥当である」との答申をした（疎乙１０）。 

  (3) 本件処分 

    厚生労働大臣は，上記答申を踏まえ，平成２８年１０月２６日付

けで，申立人に対し，「あなたが指導医として署名し，Ｃ氏が申請者

として精神保健指定医の指定申請時に提出した『ケースレポート（第

５症例）』は，ケースレポートの対象となった症例に係る診療録，そ

の他病院からの提出書類の内容を勘案した結果，申請者自身が担当

として診断又は治療に十分に関わりを持った症例とは認められなか

った。この事実から，あなたは，申請者がケースレポートを作成する

際の指導・確認という指導医の責務を怠り，精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律…第１８条第１項の要件を満たさない申請につい

て要件を満たすものと誤認させ，不適切な精神保健指定医の指定を

招いたと認められる。これは，精神保健福祉法第１９条の２第２項に

規定する『指定医として著しく不適当と認められるとき』に該当する」

ことを理由に，指定医の指定の取消処分（本件処分）をした（疎甲２）。 

  (4) 本件訴訟の提起等 

        申立人は，平成２８年１１月２４日，本件処分の取消しを求める

訴え（本案事件）を提起するとともに，本件処分の効力の停止を求め

る本件申立てをした（顕著な事実）。 

 ３ 当事者の主張 

   申立人の主張は，別紙１及び２記載のとおりであり，これに対する

相手方の意見は，別紙３記載のとおりである。 

第３ 当裁判所の判断 
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 １ 「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」（行政事件訴訟

法２５条２項）に該当するか否かについて 

  (1) 判断枠組み 

    行政事件訴訟法２５条２項本文は，「処分の取消しの訴えの提起

があった場合において，処分，処分の執行又は手続の続行により生ず

る重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは，裁判所は，申立

てにより，決定をもって，処分の効力，処分の執行又は手続の続行の

全部又は一部の停止（以下「執行停止」という。）をすることができ

る。」と，同条３項は，「裁判所は，前項に規定する重大な損害を生

ずるか否かを判断するに当たっては，損害の回復の困難の程度を考

慮するものとし，損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質を

も勘案するものとする。」とそれぞれ定めているところ，同条２項に

いう「重大な損害」が生じるか否かは，処分の執行等により維持され

る行政目的等を踏まえた処分の内容及び性質と，処分の執行等によ

り申立人が被る損害の性質及び程度とを，特にその損害の回復の困

難の程度を十分に考慮した上で比較衡量し，処分の執行等により申

立人が被る損害が，社会通念上，行政目的の達成を一時的に犠牲にし

てもなお救済しなければならない程度の損害といえるか否かという

観点から判断すべきである。 

  (2) 認定事実 

    前記前提事実及び疎明資料によれば，以下の事実を認めることが

できる。 

   ア 申立人は，平成９年▲月▲日，医師免許を取得し，平成１８年

▲月▲日に指定医の指定を受けた者である。 

     申立人は，α市所在のＢ病院の院長（管理者）を務めるととも

に，Ａ会の理事長を務めている。 
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     イ 申立人は，これまで，Ｂ病院の精神科医師として，年間延べ２

０００名を上回る外来患者，年間１００名を上回る入院患者の受

入れを行い，常時３０～７０名の入院患者を担当してきた（疎甲１

５，３４，３６）。 

     平成２７年にＢ病院が受け入れた非自発的入院（医療保護入院，

応急入院，措置入院及び緊急措置入院）の患者は１６０名であり，

そのうち申立人の担当した患者は４１名である（疎甲３０，３４）。

また，本件処分の効力が発生した平成２８年１１月９日現在，申立

人が担当する入院患者は５３名であり，そのうち１８名が医療保

護入院であった（疎甲３４）。 

      ウ 奈良県内で精神科病床を有する病院は１０院であり，α市内の

ものはＢ病院とＥ病院の２院のみである（疎甲３１，３４）。 

     奈良県は，厚生労働省に対し，申立人を含む同県の指定医に対

する行政処分が行われると，地域医療への影響がある旨回答して

おり，その具体的な影響として，①措置診察（本鑑定）のための指

定医の確保が困難となること，②精神保健福祉法３４条に基づく

医療保護入院等のための指定医の確保が困難となること（なお，奈

良県においては，平成２７年度において，申立人ほか１名の指定医

に同条に基づく移送を依頼した割合が高かったとしている。）を挙

げ，想定される対応方針として，Ｂ病院ほか１病院において，新た

な指定医の確保（各１名）を努力いただくが，確保は非常に困難な

見通しであるとしている（平成２８年７月２２日付けで厚生労働

省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長から依頼された

「精神保健指定医に係る行政処分が行われた場合の対応等につい

て（依頼）」に係る回答「精神保健指定医に係る行政処分が行われ

た場合の対応等について」疎甲２９）。 
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      エ Ａ会は，平成２７年度において，２０億円以上の診療報酬の収

入があり，そのうち３億円程度が申立人の業務による診療報酬で

ある。そして，上記３億円のうち１億円程度は，医療保護入院等の

非自発的入院に基づく収入である（疎甲３２～３４）。 

     Ｂ病院は，本件処分の発表やその効力の発生により，新規の非

自発入院患者の受入れができなくなっており，平成２８年度上半

期には病院全体の入院患者数は３５０人を超えていたが，平成２

８年１１月時点では３３０人台前半まで減少している（疎甲３４）。 

  (3) 検討 

   ア 申立人が被る損害の性質及び程度 

     上記認定事実によれば，申立人は，Ｂ病院の精神科医師として，

年間延べ２０００名を上回る外来患者，年間１００名を上回る入

院患者の受入れを行い，常時３０～７０名の入院患者を担当し，平

成２７年にＢ病院が受け入れた非自発的入院（医療保護入院，応急

入院，措置入院及び緊急措置入院）の患者１６０名のうち４１名を

担当し，本件処分の効力が発生した平成２８年１１月９日現在に

おいても，申立人が担当する入院患者は５３名であり，そのうち１

８名が医療保護入院であったというのである。そして，前記精神保

健福祉法の定め(1)アのとおり，任意入院を継続する必要があるか

どうかの判定，医療保護入院を必要とするかどうかの判定，入院中

の者の行動の制限を必要とするかどうかの判定などの職務は，指

定医が行う職務とされており（精神保健福祉法１９条の４第１項），

申立人の指定医の指定を取り消す旨の本件処分により，申立人が

担当する多数の患者の診察等を他の指定医に委ねざるを得ない事

態となり，不正行為により指定医の指定を取り消されたという風

評被害と相まって，申立人の精神科医師としての社会的信用は大
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きく低下し，それまでに培われた患者やその家族との信頼関係も

損なわれる事態が生じ得るというべきであり，このような損害は，

その性質上，本案で勝訴しても完全に回復することは困難であり，

その損害を金銭賠償により完全に補塡することも困難なものとい

える。 

     また，上記認定事実によれば，Ａ会の平成２７年度の診療報酬

のうち３億円程度が申立人の業務による診療報酬であり，そのう

ち１億円程度は，指定医の資格を要する医療保護入院等の非自発

的入院に基づく収入であるというのであるから，本件処分により

Ａ会が被る減収額は相当多額に上るものとみられる。そして，これ

により直ちにＡ会の経営が破綻するとまではいえないとしても，

その経営に深刻な影響を与えることは十分に想定されるのであっ

て，申立人がＢ病院の院長（管理者）であるとともにＡ会の理事長

であり，その経営者の立場にあることを考慮すると，上記の経済的

損害は申立人自身の損害とも評価することができる。しかも，この

損害は経済的損害ではあるものの，診療収入の増減は多種多様な

事情に影響されるため因果関係の立証には困難が伴うことなどか

らすると，国家賠償請求訴訟等による損害の回復は必ずしも容易

ではない。 

   イ 本件処分の内容及び性質 

          精神保健福祉法の指定医制度（前記精神保健福祉法の定め(1)

(2)参照）の趣旨は，患者本人が病識を欠きがちであるという精神

疾患及び精神科医療の特殊性に鑑み，精神障害者（患者）の意思に

基づかない医療及び行動制限を行うことを許容する一方で，これ

らの措置が精神障害者の人権を一定程度制約することになるため，

同措置の要否の判定に関する業務については，精神科医療に関す
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る専門的な知識及び実務経験等を有し，かつ，患者の人権に配慮し

た医療を行うのに必要な資質をも備えている医師のみによって行

われるのを担保し，もって精神障害者の人権を確保する点にある

ものと解される。そして，指定医の指定の取消し（前記精神保健福

祉法の定め(3)参照）は，上記の資質を欠くに至った医師を指定医

から排除することにより，指定医制度の実効性をより高めること

を目的とするものと解される。このような指定医制度の趣旨等に

照らすと，本件処分についても，抽象的には，不正な申請を未然に

防止するという一般予防的な効果も含め，上記のような行政目的

を達成するため必要なものであることは否定し難い。 

     しかし，本件処分の理由は，要旨，申立人が指導医として署名

し，Ｃ医師が指定医の指定の申請に際して提出したケースレポー

トの一症例につき，同医師自ら担当として診断又は治療に十分な

関わりを持っていたとは認められなかったから，申立人は，Ｃ医師

がケースレポートを作成する際の指導・確認という指導医の責務

を怠り，行政庁を誤認させ，不適切な指定医の指定を招いたと認め

られるというものである（前提事実(3)参照）。このような理由か

らすると，申立人自身に対する指定医の指定に問題があった訳で

はなく，少なくとも申立人の専門的な知識や実務経験等に問題が

あるとはいえないから，指定医制度の趣旨等に照らしても，個々の

精神病患者との関係で，申立人を指定医から排除する必要性が高

いとはいい難い。 

     かえって，前記認定事実によれば，奈良県は，厚生労働省に対

し，申立人を含む同県の指定医に対する行政処分が行われると，措

置入院や医療保護入院等のための指定医の確保が困難となり，地

域医療への影響がある旨回答している。加えて，精神科病床を有す
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るα市内の病院は２院のみであることや，新たな指定医の確保は

非常に困難な見通しとされていること（認定事実ウ）なども考慮す

ると，本件処分により，特に非自発的入院に係る診察や患者の受入

れの点で，地域の精神科医療に相当の支障が生じ，公益に反する事

態となるおそれがある（なお，行政事件訴訟法２５条３項にいう

「処分の内容及び性質」を勘案するに当たっては，当該処分が広く

多数の者の権利義務に対してどのような影響を与えるものである

かなどを含めて，当該処分の執行を停止することによる影響を考

慮することが必要とされるものといえ，本件処分により生ずる第

三者の損害についても，その限度において考慮の対象になり得る

ものと解される。）。 

   ウ まとめ 

     以上を総合すると，本件処分による申立人の精神科医師として

の社会的信用の低下，患者やその家族との信頼関係の毀損，申立人

が経営するＡ会への経済的打撃等の損害は，いずれも回復が容易

ではなく，その程度も大きいといえることに加え，指定医制度の趣

旨等に照らしても，申立人を個々の患者との関係で指定医から排

除する必要性が高いとはいえず，かえって，本件処分により地域の

精神科医療に相当の支障が生じるなど公益に反する事態となるお

それがあることなどを考慮すると，本件処分により申立人が被る

損害は，社会通念上，行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなお

救済しなければならない程度に重大なものであると認めるのが相

当である。 

     したがって，本件においては，本件処分により生ずる重大な損

害を避けるため緊急の必要があるというべきである。 

 ２ 「本案について理由がないとみえるとき」（行政事件訴訟法２５条
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４項）に該当するか否かについて 

   本件処分の違法性に関する申立人の主張が，本案事件の第１審の審

理を経る余地がないほどに理由がないとは認められない。 

   したがって，本件において，本案について理由がないとみえるとい

うことはできない。 

 ３ 「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」（行政事件訴訟法２５

条４項）があるか否かについて 

   本件処分の効力の停止に関し，相手方が公共の福祉に重大な影響を

及ぼすおそれがあるとして主張する内容に照らしても，本件において

本件処分の効力を停止すると公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ

があるとの事情を一応認めるに足りる疎明はない。 

 ４ 執行停止の期間について 

   申立人は，本件処分の効力を本案事件の判決が確定するまで停止す

ることを求めている。しかしながら，現段階における申立人の疎明の

程度等に鑑みると，本案事件の第１審判決の結論をみた上で，改めて

本件処分の効力を停止すべき要件があるかどうかを判断するのが相当

である。したがって，現段階においては，本案事件の第１審判決の言渡

し後６０日が経過するまでの間に限り，本件処分の効力を停止するの

が相当である。 

 ５ 結論 

   以上によれば，本件申立ては，本案事件の第１審判決の言渡し後６

０日が経過するまで本件処分の効力を停止することを求める限度で理

由があり，その余は理由がない。 

   よって，主文のとおり決定する。 

 

     平成２８年１２月２６日 
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